
対象 ①住民税非課税世帯 ②家計急変世帯

要件 があり、世帯全員の令和４年度分住民税均等割が
非課税の世帯

申請時点において登別市に住民登録があり、予期
せず家計が急変したことで令和４年１月以降の収
入が減少し、世帯全員のそれぞれの１年間の収入
見込み額が住民税非課税相当以下となった世帯

申請
方法

市から送付された確認書に必要事項を記入の上、

返送ください。

　日付けで登別市から確認書を送付しています。
　期日までに確認書の返送がない場合は、給付金
　の受給を辞退したものとみなされます。

市役所、各支所に備え付けまたは市公式ウェブサ
イトに掲載の申請書に必要事項を記入し、令和５

郵送で社会福祉グループ

エール商品券・価格高騰緊急支援給付金11 2022.12月号

子育て世帯と若年者に　　　　　　　を発行します子育て世帯と若年者に　　　　　　　を発行します

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について

エール商品券エール商品券
問い合わせ　商工労政グループ（☎85２１７１） 市公式ウェブサイト

▲

▲

申
請

　フ
ォ
ー
ム

　コロナ禍における原油価格や物価高騰などにより、市内経済に大きな影響が生じていることから、消費を喚
起するため子育て世帯と若年者を対象にエール商品券を発行します。

▼エール商品券15,000円(１人分)の内訳▼エール商品券15,000円(１人分)の内訳

▼対象となる方▼対象となる方

▼使用可能期間▼使用可能期間 令和５年１月21日㈯～２月28日㈫（予定）

（登録店舗の全てで使用可能）
※登録店舗は12月下旬に市公式ウェブサイトでお知らせします。

１　次の①・②に該当する方がいる世帯の世帯主で、令和４年10月31日時点で登別市に住民登録がある方
　（該当する方１人につき15,000円のエール商品券を発行します。）

２　令和４年10月31日時点で日本工学院北海道専門学校に在学している方

赤鬼商品券　1,000円×10枚赤鬼商品券　1,000円×10枚
（市内に本社・本店を有する登録店舗のみで使用可能）
青鬼商品券　1,000円×５枚＋

①次のいずれかに該当する方
・平成12年４月２日以降生まれの方で、令和４年10月
　31日時点で登別市に住民登録がある方
・令和４年11月１日～30日生まれの方で、令和４年11
　月30日時点で登別市に住民登録がある方
・令和４年12月１日～31日生まれの方で、令和４年12
　月31日時点で登別市に住民登録がある方

②に該当する方の分は、世帯主の申請が必要です。
　申請方法　市観光経済部（登別中央ショッピングセンター・アーニス２階）に備え付け
　または市公式ウェブサイト掲載の申請書を郵送で提出するか、申請フォームから

②次の全てに該当する方で、大学等に在籍している
　登別市に住民登録がない方
・平成12年４月２日～平成19年４月１日生まれの方
・令和４年10月31日時点で、大学、短期大学、専修学
　校専門課程、高等学校等に在籍している方

問い合わせ　制度について　内閣府臨時特別給付金コールセンター（☎０１２０－５２６－１４５）
　　　　　　支給について　社会福祉グループ（☎85１９１１）

　住民税非課税世帯や１月から12月までに家計急変があった世帯に１世帯あたり５万円を支給します。

▼支給額　１世帯あたり５万円（１世帯１回限り。①、②の重複受給不可）

▼支給時期　市が確認書または申請書を受理した日から２週間前後

▼対象・要件・申請方法

※１人暮らしの学生など、住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯は対象となりません。

102022. 12月号登別ブランド推奨品 についてのお知らせ

登別ブランドギフト
●登別贅沢ギフト　7,100円（税込）
　たらこやほっけ、鹿肉ジンギスカン、わら納豆など、
　登別のうまいものを集めたぜいたくな詰め合わせ
●ヌプルッペッギフト　4,000円（税込）
　チーズや熊笹そば、わさび漬、エゾシカ大和煮、
　ラーメン、納豆など、登別を代表する海と山の幸の
　詰め合わせ
●登別スイーツギフト　3,800円（税込）
　牛乳カステラや牛乳プリン、シフォンケーキなど、
　登別の酪農スイーツの詰め合わせ
※配送料別途。
※詳しくは、ウェブサイトをご覧ください。

●応募できる方　市内に事業所を有している事業者
●対象となる商品　主な原材料が市内で生産または採
　取されている加工食品
※市内で生産または採取できないものに限り、北海道
　産も対象とします。
●その他の認定基準
・登別のイメージ向上につながり、他の地域と比較し
　て品質や食味、価格等の面で優れていること
・安定的・継続的に生産できる体制となっていること
・表示や生産・販売方法などが法令に基づき行われて
　いること
・登別ブランドの普及や認知度向上、他事業者への波
　及効果が期待できること
●応募できる品数　１事業者につき２品まで

ぜいたく

登別ブランド推奨品 についてのお知らせ
鬼のイチオシ

お歳暮などに登別ブランドギフトを活用ください
市民の皆様へ

登別ブランド推奨品に応募しませんか
事業者の皆様へ

▲同協議会
　ウェブサ
　イト

問い合わせ　登別ブランド推進協議会事務局（商工労政グループ内・☎85２１７１）

　登別ブランド推奨品の認定を受けるに
は、産地などの基準に達していることを審
査会で認められる必要があります。
　登別ブランド推奨品の認定を受けると、
認定された商品やパンフレットなどに、登
別ブランド推奨認定マーク『鬼のイチオ
シ』を貼付・印刷できます。
　また、認定を受けた事業者は、『登別ブ
ランドの会』へ加入し、商品のＰＲや販路
拡大、事業者間の連携などに努めていただ
くほか、補助金の条件の優遇や、雑誌、
ウェブ媒体などでの周知が行われます。
申込方法　12月１日㈭～28日㈬に指定の申
　込用紙に、関係書類を添えて提出
※詳しくは、ウェブサイトをご覧くださ
   い。

　登別ブランド推奨品を詰め合わせたギフ
トセットを用意しています。
　全国配送も承りますので、『ふるさと登
別』の至極の味をぜひお歳暮などにご活用
ください。
申込方法　ウェブサイト掲載の購入申込書
　に必要事項を記入の上、持参またはファ
　クスで福祉の店ドリームベーカリーアー
　ニス店（　83６０６１）
※商品の組み合わせの変更について希望に
　添えることがありますので、注文時にご
　相談ください。

登別ブランド推奨品とは
　登別の豊かな自然や文化から生み出さ
れる製品の中でも特に優れた、まちをあ
げておすすめする逸品です。

https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2022110200024/
https://logoform.jp/form/szZL/172356
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2022111000029/

